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鳥取県の担い手不足の現状（就業者数）
鳥 取 県

県土整備部

5,228 4,062 2,907 3,016 2,942 

55,942 49,362 40,735 35,355 31,750 

55,603 57,498 
59,853 

54,362 
45,631 

73,275 
62,372 

56,312 
60,143 

61,021 

90,247 
93,427 

92,122 
86,473 

79,800 

39,147 
37,827 

35,403 
41,576 

48,209 

319,442 
304,548 

287,332 280,925 
269,353 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

Ｈ１２ Ｈ１７ Ｈ２２ Ｈ２７ Ｒ２

②全産業の年齢別就業者数の推移

65歳以上
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15～19歳

(人)

15.7%減少

◯建設業の就業者は４３.７％減(対Ｈ１２年度比)と大きく減
少。（建設業許可業者数の減少も影響）

◯ 全産業の就業者の減少が１５.７％であることを踏まえると、就
業先の建設業以外への転換が進んでいると考えられる。

◯ 若年層の減少及び高齢化の進展のいずれも建設業が全産業を上

回っており、建設業の就業者の高齢化が進んでいる。
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①建設業の年齢別就業者数の推移
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④建設業許可業者数の推移
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③若年層の減少と高齢化の進展

全産業：30歳未満 全産業：60歳以上

建設業：30歳未満 建設業：60歳以上

２

出典：国勢調査結果をもとに県土総務課が取りまとめたもの



鳥取県の担い手不足の現状（求人状況）
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◯土木作業員、型枠工、とび工、鉄筋工などの職種の求人倍率は７倍程度となっており、特に
近年は土木作業員の求人倍率が急増するなど、担い手不足が顕著となっている。

◯上記以外の職種においても２倍を上回る求人倍率となっており、建設業全体の担い手不足が続
いている。

３

出典：雇用人材総室「鳥取県の有効求人倍率等の推移と分析結果」



若年技能者・就労希望者が求めるもの
鳥 取 県

県土整備部４
出典：令和２年度建設業における雇用管理現状把握実態調査報告書（厚生労働省職業安定局委託調査）について鳥取県がグラフを再整理したもの



若年技能者・就労希望者が求めるもの
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若年技能者・就労希望者が求めるもの
鳥 取 県
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（平成26年度調査）



若年技能者・就労希望者が求めるもの
鳥 取 県
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重視度のポイント付与基準 満足度のポイント付与基準
「とても重視している」　：5 ポイント 「とても満足している」　：5 ポイント
「やや重視している」　　：4 ポイント 「やや満足している」　　：4 ポイント
「どちらともいえない」　：3 ポイント 「どちらともいえない」　：3 ポイント
「あまり重視していない」：2 ポイント 「あまり満足していない」：2 ポイント
「全く重視していない」　：1 ポイント 「全く満足していない」　：1 ポイント



選ばれる業界、選ばれる企業への転換
鳥 取 県
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◯人口減少が続く状況で、若年層が選ぶ就職先が建設業界以外へ転換。

◯職種によっては求人倍率が７倍に達するなど、担い手不足が深刻化。

新規入職者を確保していくためには新規入職者を確保していくためには

若年層が就業に求めるニーズや入職者が働き続けるために求めるニーズ等を踏まえ、

選ばれる業界・企業への転換が急務

建設キャリアアップシステムが支援建設キャリアアップシステムが支援

○ 就業履歴・保有資格・マネジメント実績などに応じた能力評価により、
賃金・処遇改善の改善が期待される。

○ 能力評価によりキャリアパスを描くことができ将来に希望が持てる。

就職希望者
にとっては
就職希望者
にとっては

○ ＣＣＵＳの導入により就業者の育成や賃金・処遇改善の改善にしっか
りと取り組む企業として就職希望者にＰＲできる。

企業にとっては企業にとっては



ハローワーク等と連携したCCUSの活用
鳥 取 県
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〇職業訓練受講者に対する周知【７月１５日より実施】
都道府県や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の公

共職業能力開発施設における建設分野の職業訓練受講者に対する
リーフレットを活用したＣＣＵＳの周知



ＣＣＵＳの普及に向けた鳥取県の取組
鳥 取 県

県土整備部10

令和４年４月～

『現場経費に対する支援を開始』

• ＣＣＵＳを利用する受注者に対し、受注者が希望する場合は新規に購入するカードリーダー
の購入費を工事請負費で計上

○ 担い手確保の取組として期待されるＣＣＵＳがその効果を発揮していくためには、適正な下請契約な

どを含めた官民による業界全体の取組が不可欠であり、まずは現場においてＣＣＵＳが利用できる環

境整備が必要。

○ 県としてもＣＣＵＳの利用に必要となる現場経費の支援やＣＣＵＳを利用するモデル工事の実施等に

より、公共工事においてＣＣＵＳが利用できる環境づくりを促進。

○ ＣＣＵＳの普及を図ることで、技能労働者の処遇など就労環境の改善を進め、将来を描ける希望の持

てる業界としてイメージアップを図り、就業希望者に選ばれる業界を目指す。

令和５年～
（検討中）

『総合評価一般競争入札への加点を試行』（検討中）

• 総合評価一般競争入札において、入札時にＣＣＵＳの使用を誓約した入札参加者に０.５点
を加点するモデル工事を試行予定

• モデル工事において下請を行う場合は、最低１社のＣＣＵＳの登録等の誓約を条件化

• モデル工事の受注者（下請業者を含む）に対し、ＣＣＵＳの操作等の研修会を実施

『操作等の研修会の実施』（検討中）

• 県内企業を対象としたＣＣＵＳの操作等の研修会を開催



ご清聴

ありがとう

ございました

鳥取県は建設業における女性活躍の推進に取り組んでいます
https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1234389/kensetugyoujireisyuu_web.pdf

鳥取県のCCUSの取組⇒https://www.pref.tottori.lg.jp/291820.htm

鳥取県の担い手確保・育成の取組⇒https://www.pref.tottori.lg.jp/247327.htm

鳥取県建設分野担い手確保・育成連携協議会⇒https://www.tctcplaza.or.jp/tori.ninaite/pages/1


